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福島空港定期路線誘客支援事業補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 県は、福島空港定期路線の利用拡大及び定期路線を利用した旅行商品の造成を

促進するため、国内定期路線を利用した福島県への誘客を行う事業者（以下「事業者」

という。）に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第

１０７号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲

内で補助金を交付する。 

（補助金の対象及び補助額） 

第２条 補助金は、別表に掲げる国内定期路線による誘客について、事業者に対して交

付するものとし、その額は知事の定める額とする。 

（申請書の様式等） 

第３条 規則第４条第１項の申請書は、第１号様式によるものとし、その提出期限は、

運航する１５日前までとする。 

２ 規則第４条第２項第２号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書 

（２）所要額調書 

（３）その他参考となる資料（旅程表等） 

３ 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、１部とする。 

（補助金の交付の条件） 

第４条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は次のとおりとす

る。 

（１）使用する機材・座席数の変更（補助金額の増額を伴うものを除く） 

（２）誘客人数の減（誘客見込数の２０％以内） 

２ 規則第６条第１項第５号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。 

（１） 福島空港を利用すること。 

（２） その他規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。 

（変更の承認の申請） 

第５条 規則第６条第１項第１号又は第２号の規定に基づき知事の承認を受けようとす

る場合は、福島空港定期路線誘客支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様
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式）を知事に提出しなければならない。 

（申請を取り下げることができる期日） 

第６条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した

日から起算して１０日を経過した日とする。 

（完了報告） 

第７条 補助金交付の決定を受けた補助事業者等は、当該事業が完了したときは、速や

かに福島空港定期路線誘客支援事業完了報告書（第３号様式）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

（実績報告） 

第８条 規則第１３条の規定による実績報告は、福島空港定期路線誘客支援事業実績報

告書（第４号様式）に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日（事業廃止について

知事の承認を受けた場合においては、承認を受けた日）から起算して３０日を経過し

た日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日

までに行わなければならない。 

（１）事業実績報告書 

（２）精算額調書 

（３）最終旅程表 

（４）最終参加者リスト 

（５）宿泊領収書等（宿泊したことの証明書）の写し 

（６）振込口座の通帳写し 

（補助金の交付の請求） 

第９条 補助金交付の決定を受けた補助事業者等は、福島空港定期路線誘客支援事業補

助金交付請求書（第５号様式）を速やかに提出しなければならない。 

（補助金の支払） 

第１０条 県は事業実績を確認した結果、補助要件を満たすと認められるときには、遅

滞なく補助金を支払うこととする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１１条 補助事業者等は、補助事務完了後に申請により、補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、福島空港定期路線誘客支援業補助

金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（第６号様式）を速やかに知



- 3 - 

事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（会計帳簿等の整備等） 

第１２条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、補助金の収支状況を記載した会計帳

簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起

算して５年間保存しておかなければならない。 

 

附則 この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 
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 別 表 

第１欄（補助対象事業者） 第２欄（対象経費） 第３欄（補助額） 

福島空港国内定期路線

を利用した旅行商品を

造成・催行する以下の

いずれかの事業者。 

１ 一般財団法人日本

旅行業協会に加盟して

いる旅行会社 

２ 一般社団法人全国

旅行業協会に加盟して

いる旅行会社 

３ １又は２の条件を

満たす複数の旅行会社

により構成される団体

等 

福島空港国内定期路線利用旅行商品で、以

下の条件を満たす誘客。 

ただし、旅行の催行において、悪天候ま

たは空港に起因する事由により、予定さ

れた空港とは別の空港での離発着とな

った場合は、当初予定されていた空港で

の離発着があったものと見なす。 

 また、その他やむを得ない事由による

欠航等により福島空港を利用できなか

った場合については、事由発生の都度、

県と協議のうえ、補助対象としての適否

を判断することとする。 

① 伊丹路線又は新千歳路線による福島県

への誘客（福島ＩＮ）であること。 

② 県内の宿泊施設に１泊以上宿泊するこ

と。 

 

 

補助対象要件を満たす

誘客について、1名当

たり、２，０００円を

補助額とする。 

 

※乳児や、宿泊料金が発生しない子供については、補助対象外とする 


